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１．地域団体商標制度の概要 

 

（１）地域団体商標制度の目的 

地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を

争力の強化と地域経済の活性化を支援する。 

 

（２）地域団体商標制度の概要 

地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる商標が、事業協同組

組合等の団体によって、地域との密接な関連性を有する商品（役務）

結果、一定の範囲で周知（例えば隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に

ること）となった場合には、地域団体商標として登録を認める制度。

なお、本制度は平成１８年４月１日に施行されたところ。 

 

２．地域団体商標の出願状況（１月１５日現在） 
 

（１）出願件数（合計）：６５２件 

 

（２）地域別出願内訳一覧表 

＊その他の３件は、外国（ジャマイカ、カナダ、イタリア）からの出願

 

（３）分野別状況 

 

出願の傾向としては、農産物や海産物などの食品分野の出願が７割

おり、その他には、織物などの工業製品分野や温泉などの役務分野に

れている。 

北海道 東北 関東 甲信越 北陸 

２０ ４５ ５２ ４５ ５３ 

近畿 中国 四国 九州 沖縄 

２１２ ３５ ２０ ６２ ２９ 

農水産一次産品 加工食品 菓子 

３１１ ８０ ３０ 

酒類 工業製品 温泉 

１２ １６２ ２２ 
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３．地域団体商標の登録査定状況（１月１５日現在） 

 
（１）登録査定件数（合計）：１１４件 

 

（２）地域別登録査定内訳一覧表 

北海道 東北 関東 甲信越 北陸 東海 

３ ５ ７ ８ １０ １４ 

近畿 中国 四国 九州 沖縄 その他 

３８ ５ ５ １４ ５ ０ 

＊登録査定案件リスト（別紙１）参照 

 

（３）分野別登録査定内訳一覧表 

農水産一次産品 加工食品 菓子 麺類 

３５ １２ ３ ３ 

酒類 工業製品 温泉 その他 

３ ４７ １０ １ 

 

 

４．今後の予定 

 

平成１９年４月には、「発明の日（４月１８日）」の前後に「地域ブランドフェスティ

バル」を開催し、経済産業省本館１階において、登録案件のパネル等の展示を行うな

どＰＲを展開する予定。 
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